
 

入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。  

 

令和 8 年 6 月 5 日 

 

社会保険診療報酬支払基金  

理 事 長 樽󠄀 見 英 樹 

 

１ 調達内容 

⑴ 調達案件 

社会保険診療報酬支払基金損害保険 

⑵ 業務内容等 

入札説明書による。 

⑶ 履行期間 

令和 8 年 8 月 1 日 16 時～令和 9 年 8 月 1 日 16 時までとする。 

⑷ 履行場所 

東京都港区新橋２丁目１番３号  

社会保険診療報酬支払基金  

⑸ 入札方法 

入札金額は総価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格

とするので、入札者は、見積もった金額を記載した入札書を提出すること。 

 

２ 競争参加資格 

⑴ 社会保険診療報酬支払基金一般競争（指名競争）契約の参加者の資格基準

第３１条に該当しない者であること。  

⑵ 社会保険診療報酬支払基金一般競争（指名競争）契約の参加者の資格基準

第３２条に該当しない者であること。  

⑶ 令和７・８・９年度全省庁統一資格において、「役務の提供等」のＡ、Ｂ又

はＣのいずれかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有

する者であること。  

なお、当該競争参加資格に係る「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」

の写しを提出すること。  

⑷ 官公庁等から指名停止処分を受けている期間中でないこと。  

⑸ 保険会社の世界的な基準として通常使用されているスタンダード＆プアー

ズ（Ｓ＆Ｐ）及びムーディーズ社（Ｍｏｏｄｙ’s）の直近時の格付けにおい

て「Ａ」同等以上を取得していること。  



 

⑹ 直近５年間の保険金等の支払い能力の状況を示す比率（ソルベンシーマー

ジン比率）が、２００％を超えていること。  

⑺ 保険業法（平成７年法律第１０５号）または農業協同組合法 (昭和２２年法

律第１３２号)、その他の法律に基づき損害保険業の免許または火災共済事業

の承認、認可等を受けている者であること。  

⑻ 社会保険診療報酬支払基金の施設が所在する都道府県すべてに事故サービ

スセンターもしくは営業所を保有し、事故発生時に迅速な対応がとれること。 

⑼ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

に基づくところの暴力団及びその構成員、準構成員でないこと。  

⑽ 破壊活動防止法（昭和 27 年法律第 240 号）に基づくところの破壊的団体及

びその構成員でないこと。  

⑾ 破産法（平成 16 年法第 75 号）に基づき破産手続きの申立てがなされてい

る者、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手

続き開始の申立てがなされている者でないこと。  

⑿ 入札説明書の交付を受けた者であること。  

 

３ 入札説明書の配布期間等 

⑴   入札説明書の配布期間 

 令和 8 年 6 月 10 日（水）13 時から 6 月 15 日（月）17 時まで 

 ※土日祝日除く  

⑵ 場所 

東京都港区新橋二丁目 1 番 3 号 

社会保険診療報酬支払基金 6 階財政部契約管理課 

⑶ 入札説明会 

   実施しない 

 

４ 入札会 

⑴ 日時及び場所 

ア 日 時 

令和 7 年 6 月 29 日（月）10 時 

イ 場 所 

東京都港区新橋２丁目１番３号  

社会保険診療報酬支払基金 ６階６０１会議室 

⑵ 問い合わせ先 

〒１０５－０００４ 

東京都港区新橋２丁目１番３号  

社会保険診療報酬支払基金  

財政部契約管理課長 西條 学 



 

電話番号 ０３－３５９１－７４４１ 

５ その他 

⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨  

日本語及び日本国通貨  

⑵ 入札保証金及び契約保証金  

免除 

⑶ 入札の無効 

本公告に示した一般競争等参加者の資格のない者のした入札、入札に関す

る条件に違反した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の

提出した入札書は無効とする。  

⑷ 契約書作成の要否  

必要とする。 

ただし、落札者所定の保険契約申込書により作成した保険証券及び契約約

款をもって契約書とする。 

⑸ 落札者の決定方法  

社会保険診療報酬支払基金審査支払会計規程第４２条に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

⑹ 手続きにおける交渉の有無  

無 

⑺ その他 

詳細は入札説明書による。 


